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２　施策の取組状況

H25③
市
民
意
識
調
査
結
果

施策の満足度（％） 調査結果

施
策
の
満
足
度
の
推
移

取
組
の
進
捗
状
況

目標値
（Ｈ29）

29.1%
前年度からの

増減

※
評
価
の
考
え
方

―

　Ａ ：前年度より向上
　　　　　（２％超）

Ｂ ：前年度同水準
　　（±２％以内）

Ｃ ：前年度より低下
　　（－２％未満）

　Ａ ：上位１/３（１～１４位） Ｂ ：中位（１５～２８位） Ｃ ：下位１/３（２９位以下）

Ｃ ：達成度７０％未満

市民意識
調査結果
（満足度）

　Ａ ：達成度９０％以上

進
捗
の
状
況

H26

21.3%

Ｂ ：達成度７０％～９０％未満

概ね順調

取組内容と成果・成果の要因，進捗の状況

H24
（現状値）

評価H27 H28 H29

Ｂ

73ページ子ども家庭課

H24
(H23.3現在)

H25 H26 H27指標名（単位） H29

地域社会が一体となって，子育ち・子育ての支援に取り組み，子育て家庭が愛情を持って安心して
子どもを生み育て，子どもがいきいきと子どもらしく育っています。
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全国的に親などによる子どもへの虐待が深刻な社会問題となっており，本市においても児相虐待通告件数は多
いものの，対象家庭に対し継続的に多様なケース支援を展開したことにより，「終結件数の割合」については，平
成２４年度の目標値の約９割を達成している。また，児童虐待問題に関する周知啓発や地域における見守り体制
の整備の働きかけにより，児童虐待に対する市民意識が醸成されつつあり，地域組織の整備も順調に進んでい
る。
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３　施策を構成する事業の状況

４　今後の施策の取組方針
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〈施策全般〉
◆児童虐待の未然防止，早期発見，早期対応を図るため，様々な機会を活用しての周知啓発や関係機関との連携強化による迅速かつ
的確な対応などに取組む。

今後の方向性

課題

〈主要事業〉
◆「虐待防止事業」については，地域における見守り体制の整備及び活動の活性化を支援するとともに，母子保健や生活保護などの関
係機関との連携を強化し，迅速かつ的確な対応を図る。
◆「家庭児童相談室」については，臨床心理士を有効活用するとともに，相談体制の充実を図り，多様化・複雑化する相談内容に迅速か
つ的確に対応する。
◆「養育支援訪問事業」については，関係機関と連携し，支援家庭に対する相談指導や育児家事援助などを展開することにより，適切な
養育支援実施に努める。

〈その他個別事業〉

◆本市の「児童虐待受理件数」は中核市平均を下回っているが，地域社会が一体となって，安心して子どもを生み育てること
が出来る環境を整備していくため，引き続き児童虐待に関する市民意識の醸成を図る必要がある。
◆また，発生した児童虐待については，多様化・複雑化するケースに的確かつ迅速に対応できる体制を整備し，ケース状況に
応じた適切な支援を展開していく必要がある。

方向性

事業が属する総合計画の構成事業名
事業内容

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

虐待防止事業

○

家庭児童相談室

養育支援訪問事業

○

すこやか訪問事業（再掲）

こんにちは赤ちゃん事業(再掲）

・子どもの健康支援の充実

○

戦略Ｐ・
主要事業

開始年度 施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針
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事業名№

Ｈ１３

Ｓ４０

・家庭における家庭養育の技術
や児童虐待，不登校，いじめな
どの児童問題に関することの相
談，助言，指導

・児童虐待の未然防止，早期発
見，早期対応及び再発防止を図
るため，組織で対応

児童虐待の未然防止，早期発見，早期対応を図るため，母子保健事業や関
係機関との連携強化を図り，引き続き迅速かつ的確に対応するとともに児童
虐待防止等に関する地域組織の整備を促進する。

相談内容の多様化・複雑化に対応し，児童や保護者に適切な支援を行うた
め，職員の専門性や機能等を含めた受付体制の充実を図るとともに，臨床心
理士の有効活用を図る。

子育ての相談・指導又は育児家事援助を行い適切な養育の実施を確保する
ことは，児童虐待の未然防止に有効であるため，引き続き母子保健事業や各
関係機関と連携しながら事業の利用促進を図っていく。

Ｈ１９

出産後の育児支援や虐待の未然防止に有効な事業であることから，全戸訪
問による面接率の向上と訪問指導員の確保や資質向上に取り組む。要支援
者については，保健福祉事業との連携を図りながら継続した支援につないで
いく。

Ｈ２３

健診未受診児は，社会的孤立などから，虐待に陥るリスクが高いことから，保
護者の育児の様子や児の発育状況などを把握するために，保健福祉事業と
の連携を図りながら実施する。また，状況の把握できない児童については，
要保護児童対策協議会などとの連携を図りながら把握できるよう努めていく。

・出生連絡票や住民基本台帳に
より把握した生後4か月までの乳
児のいる家庭の全戸訪問を実施
し，母子の健康状態や養育環境
の把握と必要な保健指導・育児
情報の提供をする。

・育児・養育に係る相談及び指
導並びに養育者の健康相談等の
「相談指導」
・育児又は家事援助

Ｈ２２

乳幼児健康診査未受診児
・個別家庭訪問により，母子の
心身の状況及び家庭状況等を把
握し，必要な保健指導を行う。

・地域の見守り体制の整備
・虐待の恐れのある家庭の早期発見と支援の充実
・児童虐待防止の周知・啓発
・養育に関する相談体制の充実

・家庭児童相談室の充実

・養育に関する相談体制の充実

・子どもの健康支援の充実

児童（18歳未満）

児童（18歳未満）とその保護者，地
域住民等

子育てに対して不安や孤立感等を
抱える家庭，又は虐待の恐れやリ
スクを抱える家庭及び児童が児童
養護施設等を退所又は里親終了後
の家庭復帰のための自立に向けた
支援が必要な家庭

生後4か月までの乳児とその保護者


